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１９６２年、東京生まれ。

企業での人事採用経験２５年、採用面接２０００人超
結果にコミットする「採用力強化アドバイザー」です！

◯富士通グループで人事採用を担当し、入社10年間で、
グループで1000人規模の技術者集団づくりに従事する。
◯社会保険労務士試験に1995年合格（勤務社労士として登録）
◯Samsungで人材教育と採用を担当。その後、アメリカ系企業に移籍し、
人事及び採用に従事。
◯２度のM&Aに遭遇し、自社社員のリストラと、自らもリストラを経験。
◯ITベンチャー企業で総務部長を辞し、2009年に社労士事務所を開業。
◯日本経営サポート株式会社設立 代表取締役に就任

25年の民間企業での人事総務の経験を活かし、

社長のアドバイザー【社外総務人事部長】として活躍している。

趣味のハーレーで、顧客訪問することもある「異色の採用力強化アドバイザー」

桐生 英美（きりう ひでみ）
日本経営サポート株式会社 代表取締役

社会保険労務士

プロフィール



講演・講習・研修

○東京商工会議所
☆欲しい人材を引き寄せる「採用力育成」セミナー（豊島支部・足立支部、江東支部）
☆働き方改革解説セミナー（足立支部） ☆職場のハラスメント対策セミナー（杉並支部）

○東京しごと財団
☆中小企業のための「採用力育成」ノウハウセミナー

○株式会社エヌジェイハイテック
☆欲しい人材を採用・定着させるノウハウセミナー

○奄美大島雇用創造協議会
☆欲しい人材を引き寄せる「採用力育成」セミナー

○建通新聞社
☆欲しい人材が採れる！採用のお悩み今すぐ解消セミナー（オンライン開催）

○横浜市経済局
☆「育児・介護休業法」「女性活躍・ハラスメント規制法」について（オンライン開催）

○厚生労働省委託事業
☆派遣先責任者講習（東京）
☆介護労働者雇用管理責任者講習 （東京・埼玉・神奈川・千葉）
☆労働契約等解説セミナー （神奈川）
☆職場のハラスメント対策セミナー（神奈川）
☆新規起業就業環境整備セミナー （東京・神奈川）
☆同一労働同一賃金について など

ハーレー社労士君



マスコミ等掲載

BIG MACHINE
(2010年5月号）

大同生命広報誌
(2021年2月号）

人事マネジメント
(2010年7月号）

週刊ポスト
(2021年１月15日22日号）

近代中小企業
(2012年1月号）

建通新聞
(2022年4月27日）

チバテレビ
(2017年1月7日放

送）



助成金に関する相談を多く頂きます！

・友人の会社が助成金を受け取ったらしいんだけど、ウチも・・・

・ハローワークや労働局に行ったことはあるけれど助成金の案内は一度も・・・

・最近、研修会社等から営業（FAXDM・TELアポ）があるが、信用できるか不安だ・・・

・助成金は申請の準備が大変で割に合わない・・・

・過去に助成金を申請したけど結局もらえず・・・

・人手不足・人材の定着が今後難しくなると感じており、有効な手段を知りたい・・・

セミナーの趣旨



1. 助成金とは？



そもそも助成金とは？

① 労働環境の整備
助成金は、労働環境の整備や研修を行う場合に受け取る事ができます。
会社存続、トラブル回避、法令順守等の為にも、助成金を活用する事がで
きます。

② 返済不要
助成金の財源は事業主が国に納めている雇用保険の一部が利用されて
います。そのため、助成金は返済不要です。

③ 雑収入扱い
受け取った助成金は、売上ではなく、雑収入になります。
（経常利益率10％の場合）50万円受給を売上換算すると、
500万円の売上があった事とみなせます。

④ 貰える可能性大

国や地方自治体、財団等から様々な助成金が出ています。一方で、助成金
の情報は随時更新されると同時に、予算が決まっているため、
早く申請に動かなければいけません。情報収集が助成金に関しては
最も重要と言えます。



参考：助成金の財源

助成金の財源は事業主が国に納めている雇用保険の一部が利用されています。



補助金との違い

助成金 補助金

関連省庁 厚生労働省 経済産業省や外郭団体

支援金数 30～40種類 3,000種類以上

対象 採用・研修・労務管理等 新技術・新製品・新サービス

公募時期 随時 年1回がほとんど

受給額 1万～500万円
500万円～5,000万円

が中心

受給時期 申請認定後 開発実施後

倍率 要件を満たせば受給 約10倍
8



助成金の受給対象となる企業

引用元：厚生労働省「雇用・労働分野の助成金のご案内（簡略版）」



助成金申請における注意点

① 知らないと貰えない！

会社が要件に当てはまるかどうかを自分で確認して、申請するしかありません。
そのため常に助成金の最新情報をチェックしておく必要があります。

② 受給要件や申請期限が管理しなければいけない！

申請期限を過ぎての受理は一切認められません。
タイミングを間違えてしまうと貰えない助成金もありますので注意が必要です。助
成金は申請手続きが煩雑なので、初めての方は要注意です。

③ 申請してすぐに受給出来ない！

一定の期間が経過しないと申請出来ない助成金もあり、
労働局の確認・審査に多くの時間を要します。
（例：制度導入・実施後6ヵ月後に申請、さらに6ヵ月後に審査の上受給）



助成金活用の考え方

助成金の種類は毎年変わります！
「目的」や「意義」を確認しましょう

助成金の捉え方で企業の「その後」が大きく変わります…

助成金が新しくなった！

金額が高そうなものを
やってみよう！

自社の成長には
何が使えそうかな？



ブラック企業化 ホワイト企業化

労務管理が進まず、

助成金の種類が変更される度に

いつも申請が大変な企業に…

労務管理がスムーズで、

助成金の種類が変わっても

ストレスなく受給できる企業に！

長 時 間
労 働

メ ン タ ル
不 調

採 用 難

離 職 増 加

助 成 金
受 給

求 職 者
増 加

定 着 率
ア ッ プ

や る 気
ア ッ プ



2. 助成金について

人材育成に関連するもの

を中心にお伝えします。



おことわり

2023年12月時点の助成金情報です。

現時点で、2024年度も引き続き
実施される見込みの助成金です。

助成金の金額や条件など細部が変更
される可能性があります。



① 人材開発支援助成金（人材育成支援コース）

② 人材開発支援助成金（人への投資促進コース） 

③ 人材開発支援助成金

（事業展開等リスキリング支援コース）

④  「人材育成」に役立つ助成金比較

１． 【令和５年度】） 「人材育成」 に役立つ助成金



従業員に対し、職業訓練を計画に沿って実施する場合に利用できます。

対象訓練 対象者 訓練内容

人材育成訓練

雇用保険被保険者

１０時間以上のＯＦＦ－ＪＴ訓練

有期契約労働者等
※支給申請前までに雇用保険
被保険者になっている必要が
あります。有期実習型訓練

ＯＦＦ－ＪＴ（１０時間以上）とOJTを組
み合わせた２か月以上の訓練

認定実習併用職業訓練 雇用保険被保険者
厚生労働大臣の認定を受けた訓練で、かつ、
ＯＦＦ－ＪＴ（１０時間以上）とOJTを組
み合わせた６か月以上の訓練

（１） 「人材育成」 に役立つ助成金

① 人材開発支援助成金（人材育成支援コース）

今年度から特定訓練コース、一般訓練コース及び特別育成訓練コースが一つに統合され、人材育成支援コースと
なりました。

※どちらのコースも定期的なキャリアコンサルティングの実施を就業規則等に定める必要があります。



【助成額・助成率】

対象となる訓練

ＯＦＦ－ＪＴ 経費助成
ＯＦＦ－ＪＴ 賃金助成
（1人1時間当たり）

OJT 実施助成
（1人１訓練当たり）

賃金又は
資格等手
当要件加
算

賃金又は
資格等手
当要件加
算

賃金又は
資格等手
当要件加
算

人材育成
訓練

OFF-
JT

４５％
（３０％）

６０％
（４５％）

７６０円
（３８０円）

９６０円
（４８０円）

－ －
６０％
有期から
正規に転
換した場
合７０％

７５％
有期から
正規に転
換した場
合１００％

有期実習
型訓練 OFF-

JT
＋OJT

１０万円
（９万円）

１３万円
（１２万円）

認定実習
併用職業
訓練

４５％
（３０％）

６０％
（４５％）

２０万円
（１１万円）

２５万円
（１４万円）

（１） 「人材育成」 に役立つ助成金

①人材開発支援助成金（人材育成支援コース）

※（ ）内は大企業の助成額・助成率



【1人当たり助成金額の内訳】

• 外部研修受講のＯＦＦ－ＪＴ経費助成
• 外部研修中の労働時間への賃金助成
• ＯＪＴ実施への助成

２４,３２０円（７６０円×３２時間）
１４０,０００円

２６４，３２０円

（１） 「人材育成」 に役立つ助成金

①人材開発支援助成金（人材育成支援コース）

中小企業が、技術向上のため、有期契約社員３人に、
１日８時間、計４日間（期間４週間）の外部研修を受講させた。

研修終了後、社内でＯＪＴ（期間６週間）を実施した。

ＯＪＴ終了後、正社員化した（訓練総計２か月間２７２時間）。

１００,０００円

訓練終了後、正社員化後に申請し、３人分で約７９．３万円が支給された。

活用例（有期実習型訓練）



従業員に対して教育・訓練を行う「人への投資」を加速化するための訓練コー
スです。職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を目的として、計画に
沿って従業員に対する訓練を実施した会社に、訓練経費や訓練期間中の賃金
等の一部が支給されます。次の５つの訓練等が用意されています。

（１） 「人材育成」 に役立つ助成金

② 人材開発支援助成金（人への投資促進コース）

厚生労働省「令和5年度版パンフレット（人
への投資促進コース）詳細版 」より



（１） 「人材育成」 に役立つ助成金

② 人材開発支援助成金（人への投資促進コース）

【訓練コースの内容と助成額】 ※（ ）内は大企業の助成額・助成率

訓練メニュー 対象者 対象訓練 経費助成率（額） 賃金助成額 OJT実施助成額

情報技術分野認定実習
併用職業訓練

正規/
非正規

OFF-JT＋OJTの組み合わ
せの訓練（IT分野関連の訓
練）

６０％〈＋１５％〉
（４５％〈＋１５％〉）

７６０円〈＋２００円〉
（３８０円〈＋１００円〉）

20万円
〈＋５万円〉

（11万円〈＋３万
円〉）

高度デジタル人材訓練
高度デジタル訓練（ITスキル
標準（ITSS）レベル３、４以上）

７５％
（６０％）

９６０円
（４８０円）

―

成長分野等人材訓練 海外も含む大学院での訓練
７５％

（大企業も同率）

国内大学院の場合
９６０円

(大企業も同額)
―

定額制訓練
「定額制訓練」（サブスクリプ
ション型の研修サービス）

６０％〈＋１５％〉
（４５％〈＋１５％〉）

― ―

自発的職業能力開発訓練
労働者の自発的な訓練費用
を会社が負担した訓練

４５％〈＋15％〉
（大企業も同率）

― ―

長期教育訓練休暇等制度

長期教育訓練休暇制度（３０
日以上の連続休暇取得）

制度導入経費
２０万円
〈＋４万円〉

（大企業も同額）

１人1日当たり
６，０００円

〈＋１，２００円〉
(大企業も同額)

―

所定労働時間の短縮と所定
外労働時間の免除制度

制度導入経費
２０万円
〈＋４万円〉

（大企業も同額）

― ―



（２） 「人材育成」 に役立つ助成金

③人材開発支援助成金

（事業展開等リスキリング支援コース）

会社が従業員に対して、事業展開等の実施計画に基づき、事業化やデジタル・Ｄ
Ｘ化等に必要となる知識や技能を習得させるために、ＯＦＦ－ＪＴ訓練を行った場
合に助成されます。

【助成額】

経費助成率 賃金助成額 ［1人1時間当たり］

７５％（６０％） ９６０円（４８０円）

※（ ）内は大企業の助成率・助成額

※新規事業進出、事業展開等に関する事業展開等実施計画の作成と事前提出が要件となっています
。
※本コースは、会社都合により解雇された従業員がいたとしても助成を受けられる場合があります。
※同一の労働者について助成対象となる受講回数は、１年度につき３回までとなっています。
※e-ラーニング、通信制及び育休中の訓練は経費助成のみ対象となり、賃金助成の対象外となりま
す
が、育児休業中の訓練を除き、当該訓練中は適正に賃金を支払う必要があります。



（１） 「人材育成」 に役立つ助成金 ④ 「人材育成」に役立つ助成金比較

人材育成支援コース
（有期実習型訓練を除く）

人材育成支援コース
（有期実習型訓練）

人への投資促進
コース

事業展開等
リスキリング支援

コース

対象者 雇用保険被保険者 有期契約労働者等 雇用保険被保険者 雇用保険被保険者

研修

時間数
１０時間以上（例外有）

総訓練時間１４２時
間（２か月）以上

１０時間以上

（例外有）
１０時間以上

研修

形態

•OFF-JTのみ

•OFF-JTとOJT
•OFF-JTとOJT

•OFF-JTのみ

•OFF-JTとOJT
•OFF-JTのみ

例

•新人研修（マナー研修等が半
分未満の場合）

•職務内容に沿った実務・専門
研修（例えば経理担当者の会
計実務研修受講等）

•理容・美容、調理等の
実務・実技研修

•金型プレス加工等、
製造各工程の作業員
養成研修

• IT未経験者の即
戦力化研修

• eラーニング等に
よる定額受け放
題（サブスクリプ
ション) 研修サー
ビス利用

•新規事業等の事
業展開の実施に
必要な専門研修

•デジタル・DX化
等対応に必要な
専門研修

特徴

• OJT実施状況報告書は受講者本人の作成であることが必要 •新規事業展開、社
内のデジタル・
DX化等の専門研
修に高率・高額助
成

•就業規則等に、定期的なキャ
リアコンサルティングの機会
の確保について規定が必要

•対象者は、支給申請
時よりも前の雇用保
険加入が必要

•従業員の自発的
な研修受講・参加
に対応可能



2. 助成金申請について



助成金申請に必要な書類

4. 賃金台帳

3. 出勤簿・タイムカード

5. 労働条件通知書または雇用契約書

1. 就業規則（育児・介護休業規程）

6. 登記簿謄本

2. 36協定（時間外・休日労働に関する協定届）
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助成金申請に必要な書類

3. 賃金台帳

2. 出勤簿・タイムカード

4. 労働条件通知書または雇用契約書

1. 就業規則（育児・介護休業規程）

5. 登記簿謄本

2. 36協定（時間外・休日労働に関する協定届）

25

助成金毎に必要な書類は異なり

実際には多くの書類の提出が必要です



よくある申請失敗事例

・労働保険（社会保険）に加入していない

・最近社員を解雇した(退職勧奨を含む)

・時間管理を行っていない（タイムカード・出勤簿など）

・雇用契約書がない（就業規則がない）

・時給が最低賃金を下まわっている

・法律で定める残業代はつけていない

26



よくある申請失敗事例

・労働保険（社会保険）に加入していない

・最近社員を解雇した(退職勧奨を含む)

・時間管理を行っていない（タイムカード・出勤簿など）

・雇用契約書がない（就業規則がない）

・時給が最低賃金を下まわっている

・法律で定める残業代はつけていない

助成金の不正受給であったり

無理をした申請など不正申請が増加している関係から

助成金の不正受給に対する対策が強化されました。

助成金の専門家である社会保険労務士に相談

することをおすすめします。



主な助成金申請の流れ

計
画
書
作
成
・
提
出

1

計
画
書
認
定

2

就
業
規
則
作
成
・
届
出

3

計
画
実
行

4

支
給
申
請
書
作
成
・
提
出

5

助
成
金
支
給

6

助成金によって流れは異なります

書類提出後に修正等の対応を求められることがあります



神奈川働き方改革推進支援センター
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